
   

 

申 請 
 

平成 25 年 12 月 24 日 

 

原子力災害対策本部長 

内閣総理大臣 安倍 晋三  殿 

  

                           福島県知事 

                          佐藤 雄平 

                           

 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第 20 条第２項に基づく平成２５年 

１２月１８日付け指示について、下記のとおり要請する。 

記 

１ 次に掲げる品目について、出荷制限を解除すること。 

  福島県南相馬市（福島第一原子力発電所から半径２０ｋｍ圏内の区域並びに旧計画的避 

 難区域（平成２４年４月１６日から帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区 

 域に設定）を除く区域。）において産出されたキウイフルーツ 

 

２ 解除を申請する理由 

  平成 25年 11月 11日に福島県南相馬市で実施した検査結果において、安全が確認された。 

  なお、解除後も引き続き、緊急時環境放射線モニタリング計画による安全確認検査を実

施する。 

  検査の詳細は、別添資料のとおりである。 

（別添４）












